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学級編制・教職員定数改善等に関する経緯について 

 

１．学級編制及び教職員定数の改善経緯 

 

○ 公立の義務教育諸学校に関しては、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学

級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めることにより義務教育水準の維

持向上に資することを目的として、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律」（以下「義務標準法」という。）が昭和 33 年に制定された。 

 

○ これまで、７次にわたる教職員定数改善計画により、学級編制の標準の引下げや教職

員定数の改善が実施されており、現在の 40 人学級は、昭和 55 年度からの第５次教職員

定数改善計画により実現された。 

 

○ 40 人学級完成後においては、第６次（平成５～12 年）及び第７次（平成 13～17 年）

教職員定数改善計画等により、加配定数等が拡充されるなど、教職員定数の改善が推進

された。 

 

○ 学級編制については、平成 13 年度以降、都道府県教育委員会が児童生徒の実態を考慮

して特に必要があると認める場合には、国の標準を下回る学級編制基準の設定が可能と

なるなど制度の弾力化が図られており、平成 23 年度には、すべての都道府県において何

らかの学級編制の弾力化が実施されている。 

 

２． 新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）の策定 

 

○  文部科学省においては、学級編制及び教職員定数の改善について、平成 22 年２月よ

り有識者・関係団体からヒアリングや国民からの意見募集を行うなど、検討を進めた。 

 

○  同年３月から中央教育審議会初等中等教育分科会においても審議を開始し、同年７月

に、少人数学級の推進等を求める提言（「今後の学級編制及び教職員定数の改善につい

て（提言）」）が取りまとめられた。 

 

○  この提言等を踏まえ、文部科学省は平成 22 年８月 27 日、少人数学級を柱とする「新・

公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）」を策定した。  

 

３． 予算案の閣議決定及び法案の国会提出 

 

○  文部科学省は、平成 23 年度概算要求・要望においては、新・公立義務教育諸学校教
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職員定数改善計画（案）の初年度分として、小学校第１・２学年で 35 人学級を実現す

るために必要な8,300人の教職員定数の改善分の経費184億円を含む2,247億円を元気

な日本復活特別枠により要望。 

評価会議において「事業の『内容』は積極的に評価できるが、『改革の姿勢』等の問

題がある」とするＢ評価とされ、「後年度負担の問題も含めた検討が必要」と指摘され

た。 

 

○  この結果等を踏まえ、平成２２年１２月１７日、国家戦略担当大臣、財務大臣、文部

科学大臣により下記の合意がなされた。 

１．小学校 1年生の 35 人以下学級を実現する（4,000 人の教職員定数を措置）。 

２．具体的には、300 人の純増を含む 2,300 人の定数改善を行うとともに、加配定数の一

部（1,700 人）を活用する。 

３．35 人以下学級については、小学校 1 年生について、義務標準法の改正により措置す

ることとし、次期通常国会に法案を提出すべく、早期に改正案の具体化を進める。 

４．平成 24 年度以降の教職員定数の改善については、学校教育を取り巻く状況や国・地

方の財政状況等を勘案しつつ、引き続き、来年以降の予算編成において検討する。 

 

○  このような経緯を経て、平成 22 年 12 月 24 日、小学校第１学年における 35 人以下学

級の実現に必要な 2,300 人の定数改善（純増 300 人）が盛り込まれた平成 23 年度予算

案が閣議決定された。 

 

○  また、平成 23 年２月４日、政府は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定し、同日国会に提出した。 

 

○  国会審議の過程では、新たな加配事由の創設、東日本大震災に係る教職員定数の特別

の措置を講ずること、教職員の定数配分にあたり都道府県教育委員会に対し、市町村教

育委員会の意見を十分に尊重することを義務づけること等の修正が行われ、「公立義務

教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成 23 年 4 月 15 日に全会一致で可決さ

れ、4月 22 日に公布・施行された。 
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これまでの教職員定数等の改善経緯

（１）公立義務教育諸学校の教職員定数の改善経緯

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 第７次

区 分

34'～38' 39'～43' 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

学 級 編 制 ４５人学級 ４ 個 学 年 ３ 個 学 年 ４０人学級 指導方法の 少人数によ

及び教職員 の実施及び 以 上 複 式 複式学級の の実施等 改善のため る授業，教

内 容 定数の標準 養 護 学 校 学級の解消 解 消 及 び の定数配置 頭・養護教

の明定 教 職 員 の 等 教頭・学校 等 諭の複数配

定数化等 栄養職員の 置の拡充等

定数化等

改 善 増 34,000人 61,683人 28,532人 24,378人 79,380人 30,400人 26,900人

自然増減 △18,000人 △77,960人 △11,801人 38,610人 △57,932人 △78,600人 △26,900人

差 引 計 16,000人 △16,277人 16,731人 62,988人 21,448人 △48,200人 0人

(注) 上記のほか、以下のとおり措置を実施。

昭和54年度 15,979人（改善増3,254人、自然増 12,725人）

平成４年度 △10,646人（改善増1,054人、自然減△11,700人）

平成18年度 △ 1,000人（改善増 329人、自然減△ 1,000人、振替△329人）

平成19年度 △ 900人（改善増 331人、自然減△ 900人、振替△331人）

平成20年度 △ 300人（改善増1,195人、自然減△ 1,300人、振替△195人）

平成21年度 △ 1,100人（改善増1,000人、自然減△ 1,900人、振替△200人）

平成22年度 300人（改善増4,200人、自然減△ 3,900人）

平成23年度 300人（改善増4,000人、自然減△2,000人、振替△1,700人）

（２）公立小中学校の学級編制の標準の改善経緯

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 ７次

区 分

34'～38' 39'～43' 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

５０人 ４５人 ４０人学級編制の標準
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今後の学級編制及び教職員定数の改善について(提言)のポイント

◎新学習指導要領の円滑な実施、生徒指導面の課題等への対応、
教員が子どもと向き合う時間の確保等の観点から、学級編制の標
準を以下のとおり改善。

○小・中学校の学級編制の標準（単式学級）を、現行の４０人から引
下げ。小学校低学年については、さらなる引下げを検討。

○小・中学校の複式学級の学級編制の標準も引下げ。
○画一的な取扱いにより学級規摸が小さくなりすぎないよう、柔軟な
学級編制を可能とする仕組みにする必要。

◎上記と同様の観点から、以下について教職員定数を改善。
○基礎定数の充実／学校運営体制の整備／特別支援教育の充実

／外国人児童生徒への日本語指導の充実／生徒指導の充実／
児童生徒の心身両面の支援／食育の充実／事務処理体制の充
実／読書活動の支援／キャリア教育・進路指導の充実／高等学
校における教職員定数の改善

◎設置者である市町村が主体的に学校の教育条件整備に取り組む
観点から、学級編制に関する権限を都道府県教育委員会から市町
村教育委員会へ移譲。また、計画的な教職員配置を進め、定数配
分の客観性・透明性を高める観点から、加配定数の相当程度を基
礎定数に組入れ。

①学級編制の標準の引下げ

②教職員定数の改善

③市町村教育委員会への権限移譲等

（平成２２年７月２６日中央教育審議会初等中等教育分科会）
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新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）
～３０年ぶりの４０人学級の見直し・１０年ぶりの教職員定数改善計画の策定に向けて～

平成２２年８月２７日 文部科学省

「強い人材」の実現は、成長の原動力としての未来への投資。 世界最高水準の教育力
を目指し、新学習指導要領の円滑な実施や教員が子どもと向き合う時間の確保による
質の高い教育の実現が急務。

３０年ぶりに４０人学級を見直し、３５・３０人学級の実現など１０年ぶりのこのため、
新たな教職員定数改善計画を策定。

【平成２３年度から３０年度までの８ヵ年計画】Ⅰ 少人数学級（３５・３０人学級）の推進等

（Ｈ２３年度～２７年度の５ヵ年計画）（１） 小学校全学年で３５人学級を実現
（Ｈ２６年度～２８年度の３ヵ年計画）（２） 中学校全学年で３５人学級を実現

(Ｈ２９年度、３０年度の２ヵ年）（３） 小学校１・２年生で３０人学級を実現
（４） 副校長・教頭、生徒指導担当教員及び事務職員の配置の充実

(Ｈ２４年度）（５） 小学校の複式学級に係る学級編制標準の引下げ、中学校の複式学級の解消

改 善 事 項 改善総数 改 善 の 目 的 ・ 内 容 等 23年度要求数

人 人

４６，５００ ７，８００３５・３０人学級の推進

（２２，８３０） （７，８００）○３５人学級(小学校全学年)

（１５，０７０） （－）○３５人学級(中学校全学年)

（８，６００） （－）○３０人学級(小学校1・2年)

３，９００ ５００３５・３０人学級の実施に伴う
教職員配置の充実

（１，３４０） （２２０）○副校長・教頭の配置の充実 ・副校長の配置促進による学校運営体制の整備

（９９０） （６０）○生徒指導(進路指導)担当 ・複雑多様化する生徒指導への対応や中学校における
教員の配置の充実 キャリア教育・進路指導の充実

（１，５７０） （２２０）○事務職員の配置の充実 ・事務職員の複数配置による学校事務処理体制の充実

（－）小 学 校 の 複 式 学 級 に 係 る １，４００

学 級 編 制 標 準 の 引 下 げ 、
中学校の複式学級の解消

（１，０００） （－）○小学校 ・小学校：１６人→１４人（小１を含む場合：８人→６人）

（４００） （－）○中学校 ・中学校：８人→解消

５１，８００ ８，３００計

（注） 少人数学級（35・30人学級）の推進等には、51,800人の定数増が必要となるが、今後８年間に、児童生
徒数の減少に伴う定数の自然減や定年退職者の増加に伴う教員の平均年齢低下による給与減等が見
込まれており、これらの財源を活用することにより、可能な限り追加財政負担を伴わないよう努力。

（参考） 年度別改善数・自然減

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 計

改 善 増 8,300人 5,400人 4,100人 9,400人 9,800人 5,400人 4,700人 4,700人 51,800人

自 然 減 ▲2,000人 ▲4,900人 ▲3,300人 ▲4,000人 ▲3,800人 ▲4,400人 ▲5,100人 ▲4,900人 ▲32,400人

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

小１
小２

小３ 小４ 小５ 小６ － 小１ 小２

－ － － 中１ 中２ 中３ － －

４０人 ⇒ ３５人 ３５人 ⇒ ３０人
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【平成２６年度から３０年度までの５ヵ年計画】Ⅱ 教職員配置の改善

※ 平成２６年度以降の改善増に必要となる恒久的な財源確保について理解を得ることが必要

改 善 事 項 改善総数 改 善 の 目 的 ・ 内 容 等 23年度要求数

人 人

２４，８００ －（1) 教育水準向上のための ・授業時数や指導内容が増加する新学習指導要領
基礎定数の充実 への対応

・小学校における理科等の専科教育の充実※基礎定数…学校数や学級数等に応じ

・学校マネジメント機能や読書活動の充実て算定される定数

２，１００ －（2） 生徒指導(進路指導) ・複雑多様化する生徒指導への対応や中学校に
担当教員の配置改善 おけるキャリア教育・進路指導の充実

１，６００ －（3） 養護教諭の配置改善 ・児童生徒の心身両面の支援

９００ －（4） 栄養教諭の配置改善 ・栄養教諭の配置促進による食育の充実

８００ －（5） 特別支援教育コーディ ・特別支援教育コーディネーターの配置促進による
ネーターの配置改善 特別支援学校のセンター的機能の充実

５，０００ －（6） 障害のある児童生徒 ・近年顕著な増加傾向にある通級指導を必要とする
への通級指導の充実 児童生徒への対応

１，５００ －（7） 外国人児童生徒への ・日本語指導を必要とする外国人児童生徒への対応
日本語指導の充実

３，３００ －（8） 教員研修の充実 ・資質能力の向上のための教員研修の充実

４０，０００ －計

Ⅲ 柔軟な学級編制実施のための制度改正

・ 小・中学校の設置者である市町村が、地域の実情に応じ、柔軟な学級編制を実施する
ことができるよう、学級編制に係る権限を見直す。

・ また、画一的な取扱いにより学級規模が小さくなりすぎないよう、弾力的な学級編制を
実施することができる仕組みを導入。
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少 人 数 学 級 に よ る き め 細 か な 指 導 が 必 要

○ 子どもたち一人一人に目が行き届き、学習のつまづきの発見や個々の学習進度等に応じた指導が可能
となる。

○ 子どもたちの発言する機会が増え、自分の考えを発表したり、話し合ったりすることで思考を深める授業
づくりが可能となる。

○ 子どもが抱える悩みや相談に親身に応える時間が確保できる。

◆秋田県の例
・平成１３年度に少人数学級を導入（H22：小１・２、中１で30
人程度学級を実施）
・全国学力・学習状況調査において、４年連続で上位。

◆山形県の例
・平成１４年度に少人数学級を導入（H22：小全学年、中1・2
で21～33人学級を実施（中3は一部実施））

・全国学力・学習状況調査において全国平均を概ね上回る
・不登校の出現率や欠席率が低下

小学校１・２年生における３５人以下学級の実現

学 校 が 抱 え る 課 題

子どもたちに質の高い教育を保障し、我が国の成長を支える個性豊かで創造力あふれる人材を育成
国が責任を持って教育水準を向上させることにより教育格差を防止

平成２３年度要望額 ２，２４７億円
（平成23年度義務教育費国庫負担金要求・要望額 1兆6027億円）

「強い人材」の実現は、成長の原動力としての未来への投資。 世界最高水準の教育力を目指し、新学習指導要領の円滑な実施や教員が子どもと向き合う時間の
確保による質の高い教育の実現が急務。このため、１０年ぶりに新たな教職員定数改善計画を策定し、３０年ぶりに４０人学級を見直す。

◇新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）による少人数学級の推進 －平成２３年度～３０年度までの８ヵ年計画－

《 改善総数：５１，８００人 ・ 自然減：△３２，４００人 → 定数増：１９，４００人 》
平成２３年度概算要求 （計画の初年度分）

小学校１・２年生の35人以下学級実現のため、8,300人の教職員定数を改善
【 改善数：8,300人、自然減：△2,000人 → 定数増：6,300人 】

○必要所要額：184億円（1/3国庫負担ﾍﾞｰｽ）【 対前年度予算８９億円の増 】

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
小１・２ 小３ 小４ 小５ 小６ － 小１ 小２

－ － － 中１ 中２ 中３ － －

４０人 ⇒ ３５人 ３５人 ⇒ ３０人

各県の少人数学級の取組と効果

日本の教育環境は国際的に低い水準

少人数学級が計画どおり改善されると 
日本の教育環境は国際水準に！

※ 平成24年度に複式学級を改善（小：16人→14人、中：8人→解消）

○学力の国際比較（ＰＩＳＡ調査）における日本の学習到達度は、近年、低下傾向。
特に学力の低位層が増加。また、親の所得と学力の相関も見られる。

○授業の内容が質量ともに増加した新学習指導要領が来年度から本格実施。観察・実験、
論述など知識・技能の活用力を高める質の高い学習活動を目標としており、対応が必要。

○不登校や暴力行為などの問題が深刻化。また、障害のある子どもや外国人の子どもな
ど、特別な支援を必要とする子どもたちが増加。

《 新学習指導要領の授業時数増加率 》
[小学校] 総時数：5.2％増 (算数･理科:約16％増）
[中学校] 総時数：3.6％増 (数学:約22％増､理科･英語:約33％増)

31人以上
54.2％ 31人以上

81.8％

31人以上
12.3％

31人以上
10.4％

30人以下
45.8％

30人以下
18.2％

30人以下
87.7％

30人以下
89.6％

小学校 小学校中学校 中学校イギリス日本

（日：平成21年度学校基本調査 英：DCSF:Schools,Pupils,and their Characteristics,January 2009）

○学級規模別の子どもの数（イギリスとの比較）

○１学級当たりの児童生徒数
小学校 中学校 初等教育 前期中等教育

日 本 ２８．０人 ３３．０人 ＞ ＯＥＣＤ平均 ２１．６人 ２３．７人

（ 図表でみる教育（2010年版） ）
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「元気な日本復活特別枠」要望に関する評価結果

番号 事業名 要望額 評価

1901 安全で質の高い学校施設の整備 189，813

　　　B
i予備費及び補正
@措置を含む）

整備する施設の優先順位付けを行った上で、緊急性の高いものに限定することが条件

1902 未来を拓く学び・学校創造戦略 2，000 C
フューチャースクール関連事業について、校数等について相当な絞込みを行うとともに徹底し

ｽコストの削減を行うことが条件

1903 小学校1・2年生における35人学級の

ﾀ現
224，702 B

現行の40人学級に係る小学校1・2年生の教職員（9．3万人）については義務的経費であり措置する必要。ただし、これを措置するには要求・要望の削減による財源捻出が条件。なお、定数改善の取扱いについては、別途、後年度負担の問題も含めた検討が必要

1904

学習者の視点に立った総合的な学び
x援及び「新しい公共」の担い手育成
vログラム

133」29 C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔
�ｶ受給者への貸与に必要な分は措置する必要。ただし、これを措置するには、要求・要

]の削減による財源捻出が条件

1905 「強い人材」育成のための大学の機能
ｭ化イニシアティブ

119，971

　　B
i補正措置を含

@　む）

教育・研究の基盤経費に一定の配慮が必要。ただし、その経費を相当に絞り込むとともに、

v求・要望の削減による財源捻出が条件

s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

文部科学省の要望に
ﾂいては、要求で一

U、形式的に廃止した
ｵいにした上で、増額
v望していること、また、

ｻの結果、金額的にも

S署省要望総額の3
р�閧ﾟる要望となって

｢ることから、「特別枠」

ﾌ趣旨に照らして問題
ｪ大きい。したがって、

ｶ部科学省について
ﾍ、全般的に大幅な要
]の圧縮と、要求の削

ｸによる新たな財源捻

oが必要

1906 成長を牽引する若手研究人材の総合
逅ｬ・支援イニシアティブ

　國

S8，400 C

継続課題、既存受給者には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻

oが条件
s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

1907 元気な日本復活！2大イノベーション 78，800

　　B
i補正措置を含

@　む）

継続課題には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻出が条件
s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

1908

我が国の強み・特色を活かした日本発「人材・技術」の世界展開

44，790
　　B
i補正措置を含

@　む）

継続課題には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻出が条件

s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

1909 元気な日本スポーツ立国プロジェクト 5，400 C
トップアスリートの育成には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻出

ｪ条件

1910 文化芸術による元気な日本復活プラン 15，801 B
徹底したコストの縮減や対象地域の相当な絞込みを行うことが条件

s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要
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小学校１年生の３５人以下学級の実現に必要な4,000人の教職員定数を措置するため、純増300人を

 

含む2,300人の定数改善を行う。

※ 既に地方自治体において少人数学級に使われている加配定数1,700人分を活用。
※ 少人数指導や通級指導などを実施するための加配定数は引き続き維持。

義務教育費国庫負担金については、以下の基本的な方針に沿って扱うものとする。

１．小学校1年生の35人以下学級を実現する（4,000人の教職員定数を措置）。
２．具体的には、300人の純増を含む2,300人の定数改善を行うとともに、加配定数の一部（1,700人）を

活用する。
３．35人以下学級については、小学校1年生について、義務標準法の改正により措置することとし、次期

通常国会に法案を提出すべく、早期に改正案の具体化を進める。
４．平成24年度以降の教職員定数の改善については、学校教育を取り巻く状況や国・地方の財政状況等

を勘案しつつ、引き続き、来年以降の予算編成において検討する。

22年度 23年度

64万人
基礎定数
（児童生徒数

見合い）

6万人加配定数
▲1,700人

▲2,000人 児童生徒数の減に伴う自然減

加配定数から基礎定数
への振替え

1,700人

2,300人 定数改善2,300人

4,000人の基礎定数措置

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方
教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に係る参考資料

○憲法の要請に基づき、義務教育の根幹（機会均等、水準確保、無償制）を国が責任をもって支える制度。
・市町村が小中学校を設置・運営。
・都道府県が教職員を任命し、給与を負担（２／３負担）
・国は教職員給与費（※）の１／３を負担。
※公立義務教育諸学校の教職員（約70.4万人：小学校42.2万人、中学校24.1万人、特別支援学校4.1
万人）の給与費

【参考】義務教育費国庫負担制度

２３年度予算による定数改善の内容

平成23年度義務教育費国庫負担金について（国家戦略担当・財務・文部科学３大臣合意）
（平成22年12月17日）
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